環境ふくいＣＯ２削減貢献事業実施要綱
（目的）
第１条　福井県内および県外の個人、法人または団体から環境貢献のために提供される資金を、福井県内のＣＯ２吸収源対策やＣＯ２削減活動等に活用する、「環境ふくいＣＯ２削減貢献事業」（以下「当該事業」という。）を実施し、福井県における環境貢献活動の活性化と地球温暖化の防止に寄与することを目的とする。
（実施主体）
第２条　当該事業の実施主体は、環境ふくい県民会議の実働組織である環境ふくい推進協議会（以下「協議会」という。）とする。
（定義）
第３条　この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
　　（１）　カーボン・オフセット
　　　　　　日常生活や経済活動において排出されるＣＯ２等の温室効果ガスを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実施されるＣＯ２吸収源対策やＣＯ２削減活動を支援することでその排出量の全部または一部を埋め合わせることをいう。
　　（２）　オフセット元

　　　　　　当該事業に賛同し、資金を提供する県内外の個人、法人または団体とする。
　　（３）　オフセット先

　　　　　　当該事業により協議会から提供される資金を活用して、当該事業の目的に沿う環境貢献活動（以下「活動」という。）を実施する県内の法人または団体とする。

（協議会の役割）
第４条　当該事業において、協議会は次のことを行うこととする。

（１）　オフセット元の登録
（２）　オフセット元からの資金提供の受け入れおよび提供された資金の適切な管理
　　（３）　オフセット先の認定およびオフセット先への資金の提供
　　（４）　オフセット先の活動が適切に実施されるために必要な指導および助言
　　（５）　当該事業の県内外への広報および「カーボン・オフセット」の意義や必要性の県民への周知
（当該事業の会計）
第５条　資金は、独立した会計で管理するものとする。
（オフセット元の登録）

　第６条　オフセット元は、公募を行うこととし、当該事業への参加申込を行う。

２　オフセットに要する費用を含む商品やサービスを提供しようとするオフセット元は、商品やサービスの提供を開始する前に当該事業への参加申込を行い、協議会が事業内容を確認のうえ、協議会の会長（以下、「会長」という。）が登録を行う。

（認定書の発行）
第７条　オフセット元から資金の提供を受けたときは、会長は認定書または領収書を発行する。
（オフセット先の認定）
第８条　オフセット先、活動および提供する資金の額は、公募を行い、協議会で選定のうえ、会長が認定する。

（資金管理の責務）
第９条　オフセット先は、資金を適切に管理するとともに、適正に使用しなければならない。

　　　２　オフセット先は、当該事業に関する資料を事業終了後５年間保存しなければならない。
（オフセット元等の表示）
第１０条　オフセット先は、協議会の指示に基づき、当該事業の名称、オフセット元の名称、活動の内容などを活動場所に表示しなければならない。

（活動の報告）
第１１条　オフセット先は、会長から求めがあったとき、または活動が終了したときには、その活動状況を協議会に報告しなければならない。

（オフセット活動の調査）
第１２条　会長は、必要に応じ、オフセット先の活動状況を立入りまたは書面等により調査できるものとし、オフセット先は、これを受け入れ誠実に対応しなければならない。
（登録の取り消し）
第１３条　会長は、オフセット元が、次の各号の一に該当すると認められるときは、第６条の登録を取り消すことができる。

　（１）登録された活動を継続して実施することが困難であると判断されたとき。

　（２）登録された活動について不適切な状況が認められたとき。

　（３）その他、登録を取り消すべきと協議会が判断したとき。

（認定の取り消し）
第１４条　会長は、オフセット先が、次の各号の一に該当すると認められるときは、第８条の認定を取り消し、既に提供した資金の全部または一部について、返還を命ずることができる。

　（１）認定された活動を継続して実施することが困難であると判断されたとき。
　（２）活動または資金に関して不適切な状況が認められたとき。
　（３）第９条から第１２条までの規定に違反したとき。
　（４）その他、認定を取り消すべきと協議会が判断したとき。
（ＣＯ２排出量の算定）
第１５条　会長は、簡易にＣＯ２排出量を算定する方法や、ＣＯ２排出量の削減量を資金に換算する方法を別に定める。
（ＣＯ２排出量の削減量の認定）
第１６条　会長は、オフセット元から提供された資金について、前条に基づきＣＯ２排出量の削減量として認定するとともに、第７条の認定書または領収書に、これを記載する。
２　当該事業により認定されたＣＯ２排出量の削減量は、他のカーボン・オフセットの取組み等に用いてはならない。
（その他）
第１７条　この要綱に定めるもののほか、当該事業に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この要項は、平成２１年６月１５日から施行する。 
